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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第７条第１項に規定する説明書類 

 

第１ 府令第６条第１項第１号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関

する方針の概要 

 

１．金融円滑化法取組方針 

静岡県労働金庫は、勤労者のための金融機関として、勤労者福祉の向上のために金融

円滑化に努めてまいりました。2008 年に勤労者を取り巻く労働経済情勢が急激に悪化

したことに対しては、理事会にて緊急課題として勤労者生活支援融資制度を拡充すると

ともに、くらし応援活動の実践を通じて勤労者のための金融円滑化を促進してまいりま

した。特に、勤労者の賃金・一時金が減少して返済が難しくなる事態に対応し、住宅資

金借入者の返済計画見直し相談の取組みを積極的に行っております。 

このたびの「金融円滑化法」の内容は、住宅資金借入者に対して労働金庫が率先して

取り組んできたことであり、「金融円滑化法」施行を契機に、金庫としての取組み態勢 

を再整理し、適切に対応いたします。 

具体的には、融資のご利用者から返済計画の見直しにかかる相談があった場合には、

きめ細かく協議を行い、中小企業者からの事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽

減に関する申込みや住宅資金借入者からの住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の

軽減に関する申込みに対しては、当該中小企業者の事業についての改善または再生の可

能性その他の状況や当該住宅資金借入者の財産および収入の状況のみならず家計全体

に目配りを行い、支出面の改善も勘案しつつ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減

するために必要な措置を取るよう努めます。 

また、貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構、信用保証機関

等が関係している場合には、独占禁止法や個人情報保護法に配慮しつつ、当該機関と緊

密な連携を図って対応いたします。 

なお、中小企業者対応については、当金庫では、対象となるご利用者が少ないことか

ら、ご利用者からの申し出を待たず、ご利用者に直接面談して取組の方針等を説明いた

します。 
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２．静岡県労働金庫の取組体制について（別紙） 

（１） 体制および責任者等 

ア、理事会が方針策定、関連規程の制定や改定、ならびに、これらの周知徹底を

おこないます。 

イ、常務会は、取扱状況、進捗管理、内容の検証・評価等、プロセスの有効性に

ついて検証を行うと共に、理事会への報告・提案、関連要領・マニュアルの

有効性について検証します。 

ウ、融資部門を担当する役員を金融円滑化統括責任者とします。 

エ、融資統括部長を金融円滑化管理責任者に、営業統括部長をお客様説明管理責

任者とします。 

オ、各営業店ならびにローンセンターの支店長またはローンセンター所長を営業

店管理責任者とし、融資係長（係長が配置されていない店舗は次長）を営業

店取扱責任者とします。 

（２） 静岡県労働金庫の相談・受付体制 

ア、通常の窓口 

① 営業店およびローンセンター窓口では、融資担当者を中心にご利用者か

らの相談・お申込みに真摯に対応致します。 

② お客様サービスセンター（電話相談）では、ご利用者の要望をお伺いし、

取引店にその情報を提供し、適切に引継ぎます。 

③ 渉外担当者は、職場訪問等において、ご利用者から要望があった場合は、

相談・お申込みに対応致します。 

④ 会員と連携し、家計見直し相談会等を開催し、ご利用者の相談・お申込

みに対応致します。 

イ、日曜相談・平日時間延長相談 

① 日曜相談 

日曜日の９時から１２時と１３時から１６時にローンセンターにおいて

相談・お申込みに対応致します。（事前予約） 

② 平日時間延長相談 

毎週水曜日、全営業店において、１７時から１９時まで相談・お申込に

対応致します。 

 

第２ 府令第６条第１項第２号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適

切に把握するための体制の概要 

 

  ご利用者の相談１案件ごとに「貸付条件変更等相談シート」に経過や内容を記録すると共

に「貸付条件変更等進捗管理表」に内容を登録します。また、謝絶および取下げの場合には、

その理由を可能な限り具体的に記録します。「貸付条件変更等相談シート」については、５年

間保存します。 

  各営業店および各ローンセンターは、「貸付条件変更等相談シート」に基づき、実施状況（申

込み・実行・謝絶・審査中・取下げの件数、金額や謝絶および取下げ理由）を「貸付条件変

更等進捗管理表」に記載し、融資統括部審査課へ月次で報告します。また、お客様サービス



 3 

センターは、苦情受付記録を営業統括部へ月次で報告します。 

  これらの報告については、融資統括部・営業統括部で取りまとめの後、状況を的確に分析

します。 

  また、モニタリング結果等もふまえ、金融円滑化管理の実効性の検証をしたうえで、金融

円滑化統括責任者に報告すると共に、方針、規程、態勢の改善策を検討し、常務会に提案し

ます。 

 

第３ 府令第６条第１項第３号に規定する法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情

相談を適切に行うための体制の概要 

 

お客様サービスセンター等、お客様相談窓口に貸付条件の変更等にかかる苦情相談を受付

るために、担当責任者および担当者を配置し、苦情相談に適切に対応します。 

苦情相談についても貸付条件の変更等の相談と同様に受付記録システム（ＣＴＩシステム）

に登録します。 

 

 

 

 

 

第４ 府令第６条第１項第４号に規定する法第４条の規定に基づく措置をとった後において、

当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため

の体制の概要 

 

当金庫では、対象となるご利用者が少ないことから、ご利用者からの申し出を待たず、ご

利用者に直接面談して取組の方針等を説明いたします。 

また、貸付条件を変更した場合は、当該ご利用者について、管轄営業店と本部融資管理部

門が連携して対応し、経営状況を継続的に把握して、定期的に相談を行い、事業についての

改善又は再生のための支援を行います。 

 

第５ 法第４条に基づく措置の実施状況（別表１から別表４まで） 

 

第６ 法第５条に基づく措置の実施状況（別表５及び別表６） 

 

                                        以上 

   

本件について、ご不明な点等ございましたら、当金庫の各営業店のほか、次のお問合せ窓口ま

でお申し出ください。 

 

 

 

 

お客様サービスセンター苦情相談窓口 

    電話番号  ０１２０－６０９－１２３ 

受付時間  ９時から１８時（但し、当金庫の休業日を除く） 

静岡県労働金庫融資統括部 

電話番号  ０５４－２０５－７７４３ 

受付時間  ９時から１７時（ただし、当金庫の休業日を除く） 
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（別紙） 

 

静岡県労働金庫「金融円滑化法」取組体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 事 会 

常務会（経営会議） 

方針策定、関連規程の制定や改定 

計画、進捗管理、検証・評価、改善の指導 

理事会への報告と提案、 

監事会 

金融円滑化管理責任者 

（融資統括部長） 

本部事務局、方針立案 

関連要領の制定・改訂 

実施状況把握、実施状況モニタリング 

開示・官庁報告 

条件変更指導・スキルアップ研修 

監査室 

内部監査 

営業店およびローンセンター 

営業店管理責任者（支店長または所長） 

営業店取扱責任者（係長または次長） 

お客様説明管理責任者 

（営業統括部長） 

お客様サービスセンター 

苦情相談担当責任者（センター長） 方針、規程等の 

周知、徹底 

（苦情） 

お 客 様（中小企業者および個人） 

相談・申込み （苦情） 

金融円滑化統括責任者 

（融資部門担当常務理事） 


